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令和４年第 5 回加賀市農業委員会定例総会 
令和４年 5 月 25 日（水） 

開会（午後２時３０分） 

事務局（宮下） ご多用の中、ご参集いただきましてありがとうございま

す。令和４年第 5 回加賀市農業委員会定例総会を始めさせ

ていただきます。 

本日は、農業委員の現委員 14 名のうち 13 名の出席を

いただいており、本日の総会が成立していることをご報告

します。推進委員につきましては、13 名のうち 12 名の

出席を頂いております。 

また、本日付議いたしました転用案件等の現地確認調査

を 17 日に加納委員、紺谷委員、事務局職員２名の計４名

で行いましたことをご報告いたします。 

それでは、中村会長、議事進行をお願いいたします。 

 

議長挨拶 

議長（中村会長） 皆さん、こんにちは。早速議事を進行します。 

 

議事録署名員の指名 

議長（中村会長） それでは、初めに議事録署名員の指名をいたします。 

５番中野委員、６番中出委員を指名します。 

 

議案第１８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議長（中村会長） 

 

 

事務局（田町） 

 

それでは議案の審議を行います。議案第 18 号 農地法第

３条の規定による許可申請について、事務局から説明して

ください。 

議案第 18 号 農地法第３条の規定による許可申請につ

いてご説明します。議案書は１ページから２ページです。
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議長（中村会長） 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

資料１の位置図は１ページ、資料２は調査書が１ページで

す。併せてご覧ください。             か

ら農地法第３条の規定による許可申請がありましたので、

その適否をお諮りします。案件は１件です。 

整理番号１番ですが、   の譲受人が       

の農地を取得するものです。譲受人の農地取得後の合計経

営面積は 210ａです。譲渡人は高齢により耕作しておら

ず、申請の農地を含めこの後に説明します非農地証明の案

件の農地とともに、所有する農地全部について譲受人に譲

渡するものです。譲受人は   の生産組合の同意を得て

農地を取得するものです。譲受人は      しており、

荒廃して非農地証明の対象となっている農地は   への

活用が期待できます。またこの申請農地は現在耕作されて

おらず荒廃寸前ですが、譲受人が取得後に耕作をするもの

です。 

以上、この案件は資料２の１ページの調査書の通り、農

地法第3条第2項各号のいずれの不許可要件にも該当しな

いため、許可要件を満たしていると考えます。 

説明は以上です。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

（意見、質問なし） 

ご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入ります。 

議案第 18 号農地法第３条の規定による許可申請について

適切と思われる方は挙手をお願いします。 

（挙手多数） 

賛成多数により、適切と認めます。 
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議案第１９号 農用地利用集積計画（案）の決定について 

議長（中村会長） 

 

事務局（中島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

それでは、議案第 19 号農用地利用集積計画（案）の決

定について、事務局から説明してください。 

はい、議案書の３ページから４ページです。加賀市長よ

り農用地利用集積計画（案）が提出されましたので、その

計画の決定をお諮りします。今月の申請は利用権の新規が

１件、移転が１件で、合計 16,647 ㎡の集積計画案です。 

１番の移転の案件については、令和４年から令和８年の４

年間の利用権を、貸し手である         とーー

ーーーーとが新規設定をしています。今回は、継続期間中

に受けて側の名義のみが   に変更になり、移転申請と

いう形を取っています。尚、貸し手である     の記

名捺印は、移転申請書にある事を確認しております。 

以上この１件については、農地の受け手がいずれも農業

経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項、各号要件を満たして

おり、適当と考えます。説明は以上です。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

（意見、質問なし） 

ご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入ります。 

議案第 19 号農用地利用集積計画（案）の決定について、

適切と思われる方は挙手をお願いいたします。 

（挙手多数） 

賛成多数により適切と認めます。 
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議案第２０号 競売買受適格証明願について 

 

 

 

 

 

議案第２１号 農地法第 5 条の規定による許可申請について 

議長（中村会長） 

 

 

加納委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、議案第 21 号農地法第５条の規定による許可申請

について、事前に現地確認調査を行っていますので、加納

委員から報告をお願いします。 

それでは、報告します。位置図の資料 1 は３ページから

８ページを併せてご覧ください。 

整理番号１番の転用目的は自己住宅建設です。隣地境界

に擁壁を設置して、生活排水は浄化槽で処理し、雨水と共

に道路側溝に流す計画です。 

２番の転用目的は自己住宅建設です。隣地境界に擁壁を

設置して、生活排水は浄化槽で処理し、雨水と共に道路側

溝に流す計画です。 

３番の転用目的はオープンテラス建設です。隣地境界に

擁壁を設置して、雨水は北側水路に流す計画です。 

４番の転用目的は自己住宅建設です。隣地境界に擁壁を

設置して、生活排水は浄化槽で処理し、雨水と共に道路側

溝に流す計画です。 

５番の転用目的は資材置場建設です。隣地境界に擁壁が

あり、雨水は東側道路側溝に流す計画です。 

６番の転用目的は駐車場建設です。現状のまま利用し、

雨水は道路側溝に流す計画です。 

以上６件とも、周辺の農地に特段影響はないと認めまし

※ 議案 第 20 号の案件の内容を公開することにより、

競公売事件の公正な執行の妨げとなる恐れがある

ため、非公開とします。 
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議長（中村会長） 

事務局（橋本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。報告は以上です。 

それでは、事務局から説明してください。 

議案書は７ページから８ページ、資料１の位置図は３ペ

ージから８ページを併せてご覧ください。 

１番は        地内にあり、田、面積 183 ㎡、

転用目的は自己住宅建設です。譲受人は、実家に近い申請

地を購入して自己住宅を建設するものです。申請地は、第

1 種住居地域にあるため第 3 種農地と判断され、原則許可

に該当するものと考えます。 

２番は        地内にあり、田、面積 187 ㎡、

転用目的は自己住宅建設です。譲受人は、実家に近い申請

地を購入して自己住宅を建設するものです。申請地は、第

1 種住居地域にあるため第 3 種農地と判断され、原則許可

に該当するものと考えます。 

３番は   地内にあり、田、面積 215 ㎡、転用目的

はオープンテラス建設です。譲受人は、∹――――――――

―――――――――――００を目的としており、————

———————————————を建設するのに伴い、申

請地を購入してオープンテラスを建設するものです。申請

地は、農地の拡がりが 10ha 以上の農地の一部であること

から第１種農地と判断されますが、譲受人は申請地の周辺

集落に居住しており、他に代替地もなかったため、許可相

当に該当するものと考えます。 

４番は    地内にあり、田、面積 92 ㎡、転用目的

は自己住宅建設です。譲受人は、申請地と隣接地を一体で

購入して自己住宅を建設するものです。申請地は、農地の

拡がりが10ha以上の農地の一部であることから第１種農

地と判断されますが、総面積 464 ㎡の併用 1/３以内であ

るため、許可相当に該当するものと考えます。 
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議長（中村会長） 

田端委員 

 

 

 

 

 

 

事務局（橋本） 

 

 

 

 

 

 

５番は   地内にあり、畑、面積 330 ㎡、転用目的

は資材置場建設です。譲受人は          おり、

隣接地である申請地を購入して資材置場を建設するもので

す。申請地は、農地の拡がりが 10ha 未満の農地の一部で

あることから第２種農地と判断されますが、集落に接続し

ているため、許可相当に該当するものと考えます。 

６番は   地内にあり、畑、面積 90 ㎡、転用目的は

駐車場建設です。譲受人は、申請地の隣接地に自己住宅を

建設したが、住宅の設計変更に伴い駐車場が狭くなったた

め、申請地を購入して駐車場を建設するものです。申請地

は、農地の拡がりが 10ha 未満の農地の一部であることか

ら第２種農地と判断されますが、集落に接続しているため、

許可相当に該当するものと考えます。 

説明は以上です。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

１番と２番の申請者は苗字が同じですが、関係性を教え

てください。次に、３番の転用目的はオープンテラス建設

ということですが、１種農地に隣接し農地の広がりがあり

ますし、今後施設を広げていくのか、計画があるならば教

えてほしいです。そして次に、１種や２種の農地の申請地

が集落接続ということですが、地図でみると集落と接続し

ているように見えません。その辺の説明をお願いします。 

１番と２番の申請者は血縁関係のある方々で、実家も近

く、助け合って生活するということです。３番については、

昨年この申請地の１種農地側に５条転用許可が下りてお

り、申請地を広げる計画は聞いていません。４番は地図上

の青い部分が公衆用道路と雑種地です。青い部分と申請地

を合わせて他地目併用で、自己住宅を建設予定です。５番

は地図で見ると住宅が広がっていますので、集落接続とな
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田端委員 

 

事務局（橋本） 

 

 

大家職務代理 

事務局（橋本） 

大家職務代理 

 

事務局（橋本） 

大家職務代理 

事務局（橋本） 

議長（中村会長） 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

ります。６番は申請地の隣の青枠に申請者が居住していま

すので、集落接続となります。県の方に確認をとっていま

す。 

他地目併用と集落接続は意味が違うと思いますが、他地

目併用とはどういうことですか。 

他地目併用は、第１種農地の場合、併用する農地以外の

土地の１/３まで、第２種農地の場合は１/２までの条件で

転用申請することができます。 

 公衆用道路の払い下げはできるのですか。 

 既に譲渡人へ払い下げをして、登記も変更しています。 

 払い下げをしたということは、地目も変わっているので

すか。 

 許可が出た後、一緒に地目変更をするそうです。 

 地目変更が終わったか、後日確認をしてください。 

 わかりました。 

ほかにありませんか。ご意見、ご質問等がなければ、こ

れより採決に入ります。 

議案第 21 号農地法第５条の規定による許可申請につい

て、適切と思われる方は挙手をお願いします。 

（挙手多数） 

賛成多数により、適切と認めます。 

 

議案第２２号 非農地証明願について 

議長（中村会長） 

 

 

加納委員  

 

次に、議案第 22 号非農地証明願について、事前に現地

確認調査を行っていますので、加納委員から報告をお願い

します。 

それでは報告します。位置図の資料 1 は、９ページから

10 ページを併せてご覧ください。 
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議長（中村会長） 

事務局（橋本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

 

議長（中村会長） 

 

 

 

議長（中村会長） 

１番は、現況が山林または原野であり、農地の状態では

ないと判断しました。 

２番は、現況が山林または原野であり、農地の状態では

ないと判断しました。 

報告は以上です。 

それでは、事務局から説明してください。 

議案書は９ページから 10 ページ、資料１の位置図は９

ページから 10 ページ、資料２の明細書は２ページを併せ

てご覧ください。 

 １番は      地内にあり、田 18 筆、畑 41 筆、

面積計 25,730.61 ㎡です。この度、申請地の売却にあた

って登記を調べたところ、農地であることが判明したもの

です。現況は山林または原野になっており、非農地証明の

発行もやむを得ないと考えます。 

 ２番は   地内にあり、田５筆、畑 11 筆、面積計

2,701 ㎡です。この度、申請地の売却にあたって登記を調

べたところ、農地であることが判明したものです。現況は

山林または原野になっており、非農地証明の発行もやむを

得ないと考えます。 

説明は以上です。 

只今の説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

（意見、質問なし） 

ご意見、ご質問等がなければ、これより採決に入ります。 

議案第２２号非農地証明願について、適切と思われる方は

挙手をお願いします。 

（挙手多数） 

賛成多数により、適切と認めます。 
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報告第１０号 農地利用最適化活動（旧 1・1・1 運動による活動報告） 

議長（中村会長） 

 

 

議長（中村会長） 

次に、報告第 10 号農地利用最適化活動について、報告

のある方は挙手をお願いします。 

（委員からの報告なし） 

 私の方からの報告です。5 月 13 日常設審議委員会で 5

条案件 4 件、一時転用は 1 件、こちらは加賀市の案件です

が、いずれも許可相当ということです。 

その他事務連絡については、事務局から報告してくださ

い。 

 

事務連絡 

事務局（宮下） 

 

 

荒谷委員 

 

 

事務局（宮下） 

 

 

 

 

議長（中村会長） 

（その他資料（資料３）当面の日程のみを説明） 

転作確認は、今年より委員の方々にも協力をお願いして

います。 

確認ですが、活動報告の様式が変わりましたが、そちら

に記入するのですか。1・1・1 運動から農地利用最適化活

動に呼び方が変わったのですか。 

どんな活動でもいいので、まずは新しい様式へ記入して

ください。改めて活動をするというより、普段の活動を記

入お願いします。1・1・1 運動という言葉は残りますが、

記録として残すために農地利用最適化活動の方へ移行する

ということです。 

まずはどんなことでも活動記録として、記入していって

ください。ほかに何かありませんか 

なければ、以上をもちまして、令和４年第 5 回加賀市農

業委員会定例総会を閉会いたします。 

閉会（午後３時 19 分） 

 


